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介護保険で利用できる介護サービスには､

ご家庭で暮らしながら利用する在宅サービスと

施設に入所する施設サービスがあります｡

サービスの種頬と事業者には次のものがあります｡

在宅サービス

※介護予防サービスについてはお近くの地域包括支援センターへお尋ねください｡

.′... ud療法人社団松下会

居宅介護支援事業所

保健･医療･福祉サービスの利用等により､

目的..･,･烏呈黒告i_-ti喜:宗よこ7昔芸
人に最適な居宅サービス計画を作成します｡

方針　謂慧荒≡･自立した生活が出来る

1.要介護認定申請の代行

事業　2眉宅サービス計画の作成

内容　宝器豊芸芸芸表芸孟㌍更等継続した支援

訪問　　　　　　時具

居宅サービス　　　　　　　管理者

計画の作成　　　　　介護支援専門員

個人情報保轟

取り扱いに関して､

その保護に関する方針を定め

適切な取り扱いにつとめます｡

苦情受付　　　　　料金

居宅サービス等の　　　相談は無料です｡

苦情･処理を行います｡

営業日･時間

月曜日～土曜日　8:30-17:30

(日曜･年末年始は休み)

居宅介護支援事業所

自藤
〒86ト41 12

熊本市白篠5丁目1番1号

TEL 096-358-7200

FAX 096-35817225

居宅介護支援事業所

向山
〒860-082 1

鞘本市本山3丁目l番目号

TEL O96･353-251 3

FAX O96･353-721 1

ホームページ　http://www.matusita-kaLorJp/

E･maiIアドレス　matusita_kal@matusit8lk8Lor,jp
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介護が必要だと感じたら-
〔申請からサービスを受けるまで〕

要介護認定の申請
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介護保険は高齢者ができるだけ在宅で､もしくは在宅に近いところで自立して暮らせる様にサポートする為の制度です.

ケアマネージャーは常にご利用者の視点に立ち､このような理念に基づいて居宅介護の支援を行っていきます｡

責霧閤調嚢
市町村等による

心身の状況などの調査

･台匡C.･

意見書
かかりつけ医からの
医学的な意見

本人や家族による｡
_　居宅介護支援事業所や包括

支援センターでも代行申請
できます｡

※1

6 5歳以上の方で在宅生活が困鰍こなってきている方､

もしくは40歳以上､ 85歳未満の方で介革保険における

特定疾病に較当する方で介雄が必要であればご相故を

承り､ケアマネージャーが介護保険認定の申し込み手続

きを代行します｡

介護認定審査会でど
れくらいの介護が必
要か審査します｡ I
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要介護5

要介護4

要介護3

要介護2

要介護1

6.I.'Bl
要支援2

要支援1

自立･非該当

居宅介護支援事業所へ相談…
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館震哲-起l蒸計画作成依頼
ケPtヲ雪3iの作成を居宅介護支援事業所へ依頼します｡
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'7117フランの作成丹'･:守I'l )言1博1

■出来るだけ自立した生活の為に本人∵家族の

意見をふまえたケアプランを作成｡
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計画に沿った在宅サービスや施設サービスの利用｡

地域包括支援
センターへ相談

介蔓保険における
1 6の特定疾病とは

初老期における認知症･脳血管疾患

筋萎縮性側索硬化症･多系統萎縮症･脊髄小脳変性症

朗塞性動脈硬化症･慢性閉塞性肺疾患.関節リウマチ

後縦靭帯骨化症･脊柱膏狭窄症･早老症　糖尿病性腎症

網膜症･神経障害･進行性核上性症及びパーキンソン病

骨折を伴う骨粗野症･末期がん

両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

ケアプランとは

要支援要介護と認定されると､介護サー

ビスを利用できます｡ケアマネージャー

が身体状況や家庭状況等､日常生活につ

いてお伺払ルます｡その上でご本人の自

立支援也ご家族の介護負担軽減等につい

て一緒tと姦し合い､介護が必要な場合に

利用する伊-ビスの内容を具体的にまと

めた｢介産サービス計画｣がケアプラン

です｡ケ努プランの作成費用は全額保険

給付となり､ご利用者負担はありません｡

介護支援専門員とは
(ケアマネヤジャー)

介護保険に関して幅広い知識
を持った専門職です｡要介護

認定の申請代行や､ケアプラン

の作成やサービス事業者の手

配のほか､介護を必要とする人

や家族の相談に応じたり､アド

バイスをしたりします｡施設入

居を希望する人には適切な施

設の紹介をします｡


